
 議案第１４号 

 

   かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条    

   例の制定について 

 

 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 

   令和８年２月２６日提出 

 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条    

   例 

 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例（平成１７年かすみがうら市条

例第８８号）の一部を次のように改める。 

 

 第４条第１項中「組合員」の次に「、加入者」を加える。 

 第５条第１項第１号中「７月１日（前々年の所得にあっては、前年の７月１

日）現在における国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４

号）附則第２８条第１０項の規定によりその例によるものとされる同法第１条

の規定による改正前の国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第６６条第３

項に基づき、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関す

る政令（昭和６１年政令第５４号。以下「経過措置政令」という。）第４６条

第４項に」を「規則で」に改め、同項第２号中「児童扶養手当法施行令及び特

別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和６年
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政令第２５９号）による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行

令（昭和５０年政令第２０７号。以下「旧特別児童扶養手当法施行令」という。）

第２条第１項に定める額に５３万３，０００円を加えた」を「規則で定める」

に、「同条第２項に」を「規則で」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項各号に規定する所得は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５

条第２項第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によ

って課する同法第５条第２項第１号に掲げる税を含む。以下同じ。）につい

ての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外とし、

所得の額の計算方法は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の

例による。 
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